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第5章  今後の課題
今回実施した調査の次年度以降の調査地候補や、新規に提案する調査内容など、

今後の課題についてまとめた。

5.1  詳細調査のとりまとめ

詳細調査（追跡調査）では、調査開始から 14 年間で 348 箇所の調査区を設置し
てきた。これまでの調査実施状況を表 -5.1.1、表 -5.1.2 に整理した。実施状況（回
数）は以下の通りである。令和 4 年度から 3 巡目に入り、再調査区数を絞りなが
ら継続している。

第 2 回検討会において委員より、これまで得られたデータを全道的に解析して
まとめる必要性について意見をいただいた（4.3 項参照）。このため、2 巡目まで
が終えている調査区データを用いてて、エゾシカの影響によって林相や林床がど

のように変化し、どのような段階にあるのかを全道的に解析・整理して、マップ

化して状況を視覚化していくことが考えられる。

表-5.1.1 調査実施状況
巡目 主な管理署 3回調査 2回調査 1回調査 合計

3巡 ⽇⾼南部・上川中部・根釧⻄部 30 12 18 60
2巡 宗谷・空知・檜山など 149 104 253
1巡 上川北部・⽇⾼北部・渡島など 35 35

計 30 161 157 348
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表-5.1.2 各森林管理署の調査実施状況 

※⻩⾊の網掛けは設置時を⽰す

調査実施状況（調査箇所数） 計画案

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

上川中部 20 15 10
日高南部 16 15 10
根釧西部 20 12 10
宗谷 20 10 ●
空知 20 10 ●
檜山 16 9+1 ●
網走中部 20 10
十勝東部 20 10
留萌南部 20 10
石狩 15 5 10 0+4※
十勝西部 16 12
上川南部 10 6
胆振東部 14 3+2 8
後志 15 8
網走南部 15 0+6※ 8
根釧東部 15 8+2
東大雪支 15 10
留萌北部 5 5
西紋別支 5 5
網走西部 5 5
上川北部 10
日高北部 4 2+8
北空知支

渡島 4 ●

60 60 75 60 30 45 30 32 30 30 40 28 15 30

森林管理(支)署
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5.2  次年度以降の詳細調査（追跡調査）の調査対象地について

5.2.1  次年度の詳細調査（追跡調査）候補地（図 -5.2.1）
これまでの調査実施状況を踏まえて、次年度の詳細調査の候補地域について示

した。基本的な考え方は、調査間隔が空いている森林管理署を順番に行っていく。

1)  6 年以上調査間隔がある森林管理署
宗⾕署、空知署、檜⼭署、渡島署（旧檜⼭署）、網⾛中部署、⼗勝東部署、留萌南

部署、石狩署（渡島署は 4 箇所、他は 10 箇所） 
渡島署を除いて前回調査は 2015～2018 年で 3 巡目となる。このなかで、設定

時が同年である宗谷署・空知署を優先的に実施する。なお、檜山署については、

新設後に渡島署へ変更された八雲町の 4調査区周辺を実施候補とすることと併せ、
道南のエゾシカの増加傾向も踏まえて選定する。なお、調査区が消失したり、ア

クセス道が通行止めになっている場合には、近隣地に新規に調査区を設定する。

※前回、再調査した調査区には、下枝本数や稚樹本数が 10本未満で、ササが優占
しており（ササ類の平均被度 60％以上）、調査適地の目安に満たない区が複数見
られる。こうした調査区は、調査の継続性を重視して調査を行うか、除外して調

査区を新設したり他の調査区を優先するなどの対応をすることも考えられる。

図 -5.2.1 各森林管理署の調査実施状況（⾚塗りは次年度の計画予定の森林管理署）
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2)  2 回目の調査を実施しておらず、5 年以上調査間隔がある森林管理署
上川北部署・⽇⾼北部署（各 10 箇所） 
⇒令和 6 年度（2024 年度）以降の実施を検討する。

5.2.2  調査空白地域（図 -5.2.2）
簡易チェックシートで増加

傾向や痕跡が見られる地域を

含め、これまで詳細調査を実

施していないエリアとして、

森（渡島署）、狩場山系（渡

島署・後志署）、積丹（後志署・

石狩署）、北空知署が挙げられ

る。今後、エゾシカの増加が

予想される道南地域が多く、

該当するエリアのうち、道南

地域を優先的に行うことを検

討する。

また、この他に第 2 回検討
会のなかで提案があったエゾ

シカの高密度地で影響が大きい

日高南部署の静内地域について

も、調査区の設定を検討する。

5.2.3  自動撮影カメラによるエゾシカの生息状況の把握
過年度に設置したエゾシカの生息状況を把握するための自動撮影カメラについ

ては調査を継続し、機器の維持管理については、各森林管理署が行うようにする。

また、次年度に実施する詳細調査区については、エゾシカの生息状況を把握する

ため、数カ所について自動撮影カメラの設置を検討する。

図-5.2.2 調査空白地域 
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5.3  防⿅囲い柵調査

5.3.1  継続調査区の調査計画案
令和 2～4 年度（2020～2022 年度）に実施した防鹿囲い柵調査区（図 -5.3.1）

および対照区の今後の調査方針案について、これまでの実施状況と合わせて表

-5.3.1 にまとめた。
令和 4 年度（2022 年度）に設定した 3 箇所（ノシャップ岬、川湯、落石岬）

については、既存地よりも平均気温は低く、人工林や海岸林など生産力の高くな

い環境も含んでおり、回復速度も他の囲い区よりも遅いことが考えられるため、

3 年に 1 回程度の調査間隔とする。
また、令和 2～3 年度（2020～2021 年度）の設置箇所については 3 年目までは

毎年実施し、その後は 3 年間隔で調査を行う。毎木・稚樹は 6 年間隔での調査と
する。

他事業で継承した調査区については、5～6 年程度の間隔で調査を実施する。な
お、対象管理署の追跡調査区の実施状況に合わせて調査年を多少前後させること

は考えられる。

現在設置している囲い柵調査区の状況を監視する自動撮影カメラは継続した

運用を予定する。

表 -5.3.1 設置調査区の調査状況と今後の調査実施（案）
実施 案

R2 R3 R4 R5

柵設置 森林管理
(支)署 場所 調査区 捕獲

事業
調査区
数※ 2020 2021 2022 2023

本事業 胆振東部 苫小牧市 胆振東部33 2 ◎ ○ ○ ○
⽇⾼南部 新冠町 ⽇⾼南部21 2 ◎ ○ ○ ○
石狩 千歳市 石狩13 2 ◎ ○ ○
⽇⾼北部 平取市 ⽇⾼北部5 2 ◎ ○ ○
宗谷 稚内市ノシャップ岬 ノシャップ岬 R2-3 2 ◎
根釧⻄部 弟子屈町川湯 川湯 R3 2 ◎
根釧東部 根室市落石岬 落石岬 R2-3 2 ◎

他事業 胆振東部 苫小牧市 苫小牧⾦属柵 1 ●
⽇⾼南部 新冠町 新冠⾦属柵 1 ●
後志 洞爺湖中島 洞爺湖1〜6 6 ◎
※対照区を含む。千歳・平取の対照区は詳細調査地
◎：設置、○：再調査（林床のみ）、●再調査（毎⽊・稚樹・林床）
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5.3.2  新規調査計画案
次年度に、新たに防鹿囲い柵の調査地を設置する候補地として、空知署、渡島

署、檜山署を検討する（3 署は追跡調査の候補地にもなっている）。これらの署
は、簡易チェックシートにより影響が出始めている地域でもあることから、予防

的見地による効果を検証する調査として設置を検討する。翌々年度以降について

は、設置の必要性も含めて検討を行う。

5.4  簡易調査データと捕獲対策等データとの連携

 簡易調査の結果を、エゾシカ対策により効果的に活用していくために、捕獲に

関する対策や捕獲数といったデータとの連携性を高めることが望ましい。

 具体的には、各森林管理署が実施している捕獲事業、市町村と連携して実施し

ている林道除雪状況の整理、北海道によって整理されている狩猟捕獲数や許可捕

獲数との対応を、担当区レベルで整理し、捕獲による効果や、捕獲の必要性な地

域についての提言などを行えるようにする。

また、簡易チェックシートのうち、冬季用である痕跡調査については、調査箇

所の林道名を記入してもらうように記入シート（次ページ）と WEB 入力フォーム
に追加して、より捕獲対策に活用しやすいデータ収集を検討する。

図-5.3.1 囲い柵調査区位置図 
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林道名の追加


